
講師：株式会社島根人材育成　
代表　江⾓ 尚子 氏

子育てボランティア活動で企画運営を実施の経験から、
株式会社島根人材育成へ入社研修講師として勤務し、
2017年代表取締役に就任。県内企業や学校へ人材育成に
関わる研修・コンサルを年間200回以上行っている。

※裏面の「令和８年度出雲市求人　　　

情報発信支援補助金の交付を受け

るためには、この「採用力向上セ

ミナー」を受講し、自社の採用ブ

ランディング計画を作成する必要

があります。

【お問い合わせ】

出雲市産業政策課

電話：0853-24-7620

 e-mail:koyou@city.izumo.shimane.jp

会場：出雲市役所　
　  くにびき⼤ホール
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主催　出雲市　商工振興部　産業政策課

「採用ブランディング」とは
企業理念やビジョン、理想の社員像、職場の雰囲気など、自社の魅力
や強みを戦略的に情報発信する企業活動のことを指します。

（火）

自社の魅⼒を⾔語化し、採⽤ブランディング計画を
作成することで、採⽤⼒の強化を図ってみませんか
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※セミナー受講後は、計画作成のた

めの伴走支援を受けることができま

す。（先着5社に限る）

セミナーの参加を希望される場合は

以下の2次元コードから申し込みくだ

さい。



出雲市求人情報発信支援補助金 

 

 

 

 

 

 

１ 概要 

①補助対象者 

　　　次に掲げる全ての要件を満たす中小企業等（みなし大企業を除く） 

▶市が開催するセミナーを受講し、自社の採用ブランディング計画を作成すること 

▶出雲市内に事業所を有すること 

▶市税を滞納していないこと 

　②補助対象事業 

　　  求人情報サイトに求人情報を掲載する事業 

　　 ※対象となる経費は、消費税及び地方消費税を除く金額となります。 

※国・県の同様の趣旨の補助金との併用はできません。 

③補助対象経費 

　　求人情報サイトへの登録料・掲載料（消費税及び地方消費税相当額を除く。）  

④補助金額 

　　　対象経費の１／３以内（千円未満切捨）　上限２０万円 

⑤申請方法 

　　　申請書類一式を郵送又は持参 

　　　※申請に際しては、手引きをよく確認してください。 

　　　※市のホームページからもダウンロードできます。 

 

 

２ 申請期間 

　　令和８年７月１日（水）～７月３１日（金） 

　　※予算がなくなり次第、受付を終了します。 

 

 

３ 問合せ・申請先 

　　出雲市 商工振興部 産業政策課　雇用政策係 

　　〒６９３－８５３０　出雲市今市町７０番地　市役所本庁４階 

　　電話：（０８５３）２４－６７４０ 

　　e-mail：koyou@city.izumo.shimane.jp 

 

市が指定するセミナーについては裏面を参照ください

～市内中小企業者等のＵＩターン人材の採用を目的として行う、 

　　　　　　　　　　　　　　　　求人情報の発信に資する取組を支援します～


